
 日本学生支援機構奨学金 継続手続きに関する注意事項 

奨学金は学生自身が行う法的な契約行為です 

学生自身で手続きを行ってください！ 

 

 

 

 

 

継続手続きについて、入力内容に誤りがある場合、継続して受けることができなくなる場合があります！  

間違いのないよう、ご入力ください！ 

 

POINT① 事前の準備・確認！ 

該当者にメールにてお送りしております、「奨学金継続願入力準備用紙」で事前に入力

内容を作成してから入力してください。また、学生本人の 1 年間の収入・支出の入力が

必要ですので、事前に金額を確認・計算してください！ 

 

POINT② 第一種（無利子）・第二種（有利子）それぞれ提出必須！ 

受給している奨学金が複数ある場合（第一種＋第二種など）は、それぞれについて継続

願を入力してください。 

なお、給付奨学金（新制度）を併せて受けていること（併給調整）により、貸与月額が

０円であっても、継続願の入力は必要です。 

 

POINT③ 奨学金の継続を希望しない方も提出必須！ 

2026 年 4 月以降に奨学金の継続を希望しない方も入力は必要です。継続願提出画面

「奨学金振込みの継続の確認」の質問で「奨学金の継続を希望しません」を選択してデ

ータを送信してください。奨学生としての身分は３月をもって終了し、4 月以降振り込

まれません。また、入力後の変更はできません。 

 

 

 

 

 

大学院第一種奨学生で「奨学金の継続を希望しません」を選択した場合、「特に優れた

業績による返還免除」は 2025 年度（2026 年 1 月頃選考）の申請対象者となり、次年

度以降の申請はできません。 

 

■ 問い合わせ先 ■ 工学研究院事務課学生係 koh-gakusei@jimu.kyutech.ac.jp 

学生係窓口またはメールにて質問を受け付けます。お電話でのお問い合わせはご遠慮ください。 

メールの際は、学籍番号・氏名を明記してください。 

対応時間：平日 8:30-17:00（土日祝・年末年始のぞく） 

下記の場合は、「奨学金を希望します」で入力し、後日異動願（退学、休止、辞退）の提

出または廃止の措置を受けてください。 

［1］ 休学・留年・留学等により今後、奨学金が休止・廃止となる場合 

［2］ 予定（退学・辞退等）が決まっていない、辞退するか迷っている場合 


